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主な施策の実現への提言 

 

■結婚・出産・子育て支援 

 ・子育て世代包括支援センターの整備について 

   既存の商店街の空き店舗の活用 

 今、商店街は少子高齢化・人口減少による商品の需要の変化、インターネット通信販売の

普及などで顧客の多様なニーズに対応しきれていなく、経営者の高齢化と後継者不在などの

要因で空き店舗が増えております。しかし、愛知県の商店街アンケートでは、身近な買い物

の場であってほしいと共に、子育てや高齢者の生活をサポートする場になってほしいと望ま

れております。 

商店街は、駅にも比較的近く、もともと人が集まるような立地にあり、歩いていけるところ
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が、子供や高齢者には便利なところです。空き店舗が埋まることで失われかけていたその町

らしい雰囲気が生まれ全国均一な大型店の郊外とはちがう、そのまちならではの「ふるさと」

感が創生されます。 

空き店舗に対する各自治体からの支援策は、家賃、改修工事費の支援がありますが、継続し

てこその再生です。継続させるための支援が必要です。 

長野県佐久市の商店街では空き店舗活用として子育て塾を経営しておる事例があります。空

き店舗に子育て世代包括支援センターを整備する事によって、商店街が独自性、専門性、利

便性、ホスピタリィーなどが生まれ、あらたな商店街の創生につながると考えます。 

商店街振興組合だけの取り組みですと、この様な事業の場合利益が少なく、人件費、光熱費、

家賃等の経費が賄えなくなり継続が難しくなります。 

行政から人件費、家賃、光熱費等含んだ受託事業として行うことが継続していける事と考え

ます。 
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 商店街でも女性が輝くことは重要な事です。 

女性の視点も生かし我がまち、我が商店街の方向性を考える。商店街振興組合などが事業に

ついて申請を出すとき、組織内の女性の割合を３０％以上と条件をつけると商店街の意識改

革になり、女性が輝く機会の創生にもなります。 

 

■小さな拠点（多世代交流・多機能型）の形成支援にも 

 

若者・女性・高齢者等の顧客の多様なニーズに対応し、来訪者が増え、専門性のある商品

サービスが出来れば、魅力ある商店街になる可能性が更にふえる。 

商店街の活用方法としては、子育てひろば、ハローワークのサテライト、小中高生の社会

学習の場、気軽に全国を見て回る若者（バックパッカー）の為簡易宿泊施設、海外からの

外国人受け入れの多言語対応の拠点「まちのコンシュルジュ」など。 
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便利なものは商店街にあるが、キーワードであると考えます。 

観光によるまちおこしは、全国各地で髙まっています。その中でもとりわけ外国人受け入れ

が経済効果が高い、日本人旅行者の３倍から１０倍とも言われています。外国人旅行者の受

け入れ拠点も商店街にあることが、まちの創生と考えます。 

主な施策を５年内、実現が可能であると共に財政の負担軽減になるのでは、想定されます。 

さらに、既存ストックのマネイジメントに寄与すると考えます。 

 

 

最後に 

① 若者雇用対策の推進、正社員実現加速 

② 結婚・出産・子育て支援 

③ 仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現（働き方改革） 
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上記３項目ですが、今、大手企業に於いて特に今季利益創出企業は、具体的に時短労働な

ど、実現されつつありますが、中小企業では、実現するには大変な企業が多くあります。 

人材を何ものにも代えがたい自社の継続発展を支える宝と考えている中小企業経営者が、

若者雇用、正社員。結婚・出産・子育て。ワークライフバランス実現のために、自社の制

度改革を改善するには、メリットを与えることが肝要と考えます。 

例えば、妊娠中は希望により勤務時間を少なくできる。疲れた時に休める環境を整える。

子育て中は在宅で出来る仕事、時短勤務などを選ぶことが出来る。産休後元の仕事に格下

げなく戻る事が出来、昇給試験も受けられる。女性だけでなく男性にも適用され子育てだ

けでなく介護にも活用できる。この様な制度をつくり実施する中小企業に対して法人税率

を下げる等施策があれば、中小企業経営者も取り組みやすくなるのでは、ないでしょうか。 
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